
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

健康福祉部　保険年金課　国保第一・第二係

国民健康保険料の減免

徳島市国民健康保険条例

第２４条第１項

（電話　６２１－５１５７）

徳島市国民健康保険料減免取扱要綱
徳島市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成３１年４月１日最終変更）

標準処理期間 総日数　　４５日※（休日を含む）

（設定しない ※　保険料の確定が７月初旬となるため、申請が保険料確定日以前の場合
ものについて 　保険料確定日から起算する。
はその理由）

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）

部 課 室 等 名

許 認 可 等 名

根　拠　法　令

根　拠　条　項

標
準
処
理
期
間

連　　絡　　先

審
査
基
準

基　　　　準

　徳島市国民健康保険条例第２４条第１項第１号、第３号、第４号の規定
により保険料を減免することができる者の範囲及び減免割合等は徳島市国
民健康保険料減免取扱要綱に定めたとおりとする。
　また、当分の間、徳島市国民健康保険条例第２４条第１項第２号の規定
により保険料を減免することができる者の範囲及び減免割合等は徳島市国
民健康保険条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱に定めたとおりと
する。
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